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潤滑油等における直接販売スキームの新設について

一部の需要家において、潤滑油等の調達に時間を要するなど供給に偏りが生

じていることに対応するため、標記の販売スキームが新設されました。

詳細につきましては、添付の「潤滑油における直接販売スキームの新設」チ

ラシをご覧ください。

また、潤滑油の調達等でお困りの場合は、添付の「潤滑油（エンジン油や機

械油など）を購入予定のトラック事業者の皆様へのお願い」をご覧いただき、

ＱＲコードから情報提供をお願いいたします。



潤滑油における直接販売スキームの新設
 燃料について、４月９日に直接販売スキームを開始。需要家ごとに石油元売会社が供給す
ることを通じ、供給の偏り、流通の目詰まりの解消が着実に進んでいる。

 潤滑油についても、元売等の主要潤滑油メーカーからの直接販売スキームを新設する。こ
れにより、数千を超える品目があり、商流や配送形態が複雑である中でも、全ての業種を
対象として、事業継続に必要な量の潤滑油を確保できていない事業者に対し、着実に潤滑
油を供給していく。

 これにより、供給の偏り、流通の目詰まりの回避、事業者の調達不安の解消に向けた対応
を一層強化する。

主要潤滑油メーカー

需要家

卸事業者
②流通段階の対策

● 前年同月比で同量の販売
が基本

 事業継続に必要な量の潤滑
油を確保できていない事業者
に対し、主要潤滑油メーカー
が直売

①全ての業種を対象とした
直接販売スキーム新設
（6/10から開始）



潤滑油（エンジン油や機械油など）を
購入予定のトラック事業者の皆様へのお願い

一時的な需給逼迫防止のため、
前年同月比同量を基本とした購入に
ご協力をお願いします。

調達についてお困りの場合は、
QRコードの国土交通省（ト
ラック事業者様向けイラン情
勢を受けた石油関連製品に
関する相談フォーム）まで、
情報提供をお願いします。
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潤滑油については、日本全体で、昨年とほぼ同量の
供給を確保できています。一方、一部で前年を超える
購入が行われることで供給に偏りや遅れが生じています。

ついては、下記についてご協力お願いします。

※潤滑油は、危険物に該当する場合があります。一
定量以上の危険物を所有する場合、法律や条例
に基づき、所轄の消防署への申請又は届出、安
全対策が必要となります。
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